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法
　
務

会
社
法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
要

綱
案
、取
り
ま
と
め

─
法
務
省
法
制
審
議
会
会
社
法
制
部
会

国
際
会
計

ワ
ー
ク
プ
ラ
ン
の
更
新
─
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ

去
る
８
月
１
日
、
法
務
省
法
制
審

議
会
会
社
法
制
部
会
第
24
回
会
議
が

開
催
さ
れ
た
。
本
会
議
で
は
、「
会
社

法
制
の
見
直
し
に
関
す
る
要
綱
案
」

（
以
下
、「
要
綱
案
」と
い
う
）が
取
り

ま
と
め
ら
れ
た
。

主
な
変
更
点

第
23
回
会
議
で
は
、「
第
１
次
案
」

が
検
討
さ
れ
て
い
た（
２
０
１
２
年

８
月
10
日
号（
№
１
３
２
２
）本
欄
参

照
）が
、「
第
１
次
案
」か
ら
の
主
な
変

更
点
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

「
第
１
部　

企
業
統
治
の
在
り
方
」

の「
第
１　

取
締
役
会
の
監
督
機
能
」

の「
前
注
」と
し
て
社
外
取
締
役
の
設

置
に
関
す
る
記
述
と
、
金
融
商
品
取

引
所
規
則
の
独
立
役
員
に
関
す
る

「
補
足
説
明
」が
な
く
な
り
、「
前
注
」

の
み
、
第
１
の「
２　

社
外
取
締
役

及
び
社
外
監
査
役
に
関
す
る
規
律
」

に
吸
収
さ
れ
た
。

ま
た
、「
第
１
の
後
注
」と
し
て
、

次
の
記
述
が
追
加
さ
れ
た
。

「
株
式
会
社
の
業
務
の
適
正
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
体
制
に
つ
い
て
、

監
査
を
支
え
る
体
制
や
監
査
役
に
よ
る

使
用
人
か
ら
の
情
報
収
集
に
関
す
る
体

制
に
係
る
規
定
の
充
実
・
具
体
化
を
図

る
と
と
も
に
、
そ
の
運
用
状
況
の
概
要

を
事
業
報
告
の
内
容
に
追
加
す
る
も
の

と
す
る
」

附
帯
決
議
　

ま
た
、
金
融
商
品
取
引
所
規
則
の

独
立
役
員
に
関
す
る「
補
足
説
明
」が

な
く
な
り
、
次
の
内
容
の
附
帯
決
議

が
な
さ
れ
た
。

１　
社
外
取
締
役
に
関
す
る
規
律
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
及
び
社

外
取
締
役
の
選
任
に
係
る
現
状
等
に

照
ら
し
、
現
時
点
に
お
け
る
対
応
と

し
て
、
本
要
綱
案
に
定
め
る
も
の
の

ほ
か
、
金
融
商
品
取
引
所
の
規
則
に

お
い
て
、
上
場
会
社
は
取
締
役
で
あ

る
独
立
役
員
を
１
人
以
上
確
保
す
る

よ
う
努
め
る
旨
の
規
律
を
設
け
る
必

要
が
あ
る
。

２　
１
の
規
律
の
円
滑
か
つ
迅
速
な

制
定
の
た
め
の
金
融
商
品
取
引
所
で

の
手
続
に
お
い
て
、
関
係
各
界
の
真

摯
な
協
力
が
さ
れ
る
こ
と
を
要
望
す

る
。

東
京
証
券
取
引
所
の
社
長
談
話

要
綱
案
の
取
り
ま
と
め
を
受
け

て
、
同
日
、
東
京
証
券
取
引
所
か
ら

「
会
社
法
改
正
要
綱
案
を
受
け
た
社

長
談
話
」が
、
ま
た
、
そ
の
翌
日
の

８
月
２
日
に
は「
独
立
し
た
社
外
取

締
役
の
確
保
の
お
願
い
」が
公
表
さ

れ
た
。

当
取
引
所
と
し
て
は
、
要
綱
案
の

確
定
を
も
っ
て
、
速
や
か
に
上
場
規

則
の
見
直
し
に
向
け
た
手
続
を
進

め
、
ま
た
、
上
場
会
社
に
対
し
て
は

独
立
し
た
社
外
取
締
役
の
確
保
に
努

め
る
意
向
が
示
さ
れ
た
。

2012年 2013年
MoU

FASB
との
合同

第3四半期
（7月〜9月）

第4四半期
（10月〜12月）

第1四半期
（1月〜3月）

第2四半期
（4月〜6月)

アジェンダ・コンサルテーション
3年ごとの公開コンサルテー
ション

フィードバック・
ステートメント

金融危機関連プロジェクト
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Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
、
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
の
改
訂

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
す
る
ワ
ー
ク
プ

ラ
ン
を
７
月
26
日
時
点
で
、
図
表
の

よ
う
に
更
新
し
た
。

前
回
は
６
月
14
日
に
更
新
さ
れ
て

い
る
が
、
主
な
変
更
点
は
、
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

・
ア
ジ
ェ
ン
ダ
・
コ
ン
サ
ル
テ
ー

シ
ョ
ン
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
・

ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
の
公
表
時

期
：
２
０
１
２
年
４
月
～
６
月

か
ら
２
０
１
２
年
７
月
～
９
月

へ
変
更

・
金
融
商
品（
一
般
的
な
ヘ
ッ
ジ
）

の
レ
ビ
ュ
ー
ド
ラ
フ
ト
の
公
表

時
期
：
２
０
１
２
年
４
月
～
６

月
か
ら
２
０
１
２
年
７
月
～
９

月
へ
変
更

・
金
融
商
品（
一
般
的
な
ヘ
ッ

ジ
）の
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
公
表
目
標
：

２
０
１
２
年
下
半
期
か
ら

２
０
１
２
年
10
月
～
12
月
へ
変

更
・
収
益
認
識
の
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
公
表
目

標
：
２
０
１
３
年
上
半
期

・
適
用
後
レ
ビ
ュ
ー
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

８
号
）の
意
見
募
集
：
２
０
１
２

年
10
月
～
12
月

・
適
用
後
レ
ビ
ュ
ー
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ

８
号
）の
意
見
検
討
：
２
０
１
３

年
１
月
～
３
月

・
適
用
後
レ
ビ
ュ
ー
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
３
号
）の
レ
ビ
ュ
ー
開
始
：

２
０
１
２
年
７
月
～
９
月
か
ら

２
０
１
２
年
10
月
～
12
月
へ
変

更な
お
、
ア
ジ
ェ
ン
ダ
・
コ
ン

サ
ル
テ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
、

２
０
１
２
年
下
半
期
に
予
定
さ

れ
て
い
た
ワ
ー
ク
プ
ラ
ン
の
開

発
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。
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昨
年
11
月
14
日
、
金
融
庁
の
公
認

会
計
士
・
監
査
審
査
会
の
発
表
に
よ

れ
ば
２
０
１
１
年
の
公
認
会
計
士
試

験
の
合
格
者
は
前
年
の
２
、０
４
１
人

か
ら
26
・
０
％
減
の
１
、５
１
１
人
に
。

受
験
者
数
も
前
年
の
２
５
、６
４
８
名

か
ら
９・７
％
減
の
２
３
、１
５
１
名
と
、

０
６
年
以
降
初
め
て
減
少
し
て
い
る
。

公
認
会
計
士
も
受
難
の
時
代
に
入
っ

た
と
い
わ
れ
る
。

公
認
会
計
士
に
ブ
ラ
ン
ド
力
が
あ

り
、
大
手
監
査
法
人
に
勤
務
し
て
い

る
と
い
う
だ
け
で
後
光
が
さ
し
て
い

た
時
代
が
終
わ
っ
て
、
受
験
人
気
に

も
陰
り
が
で
た
と
い
う
こ
と
で
あ
れ

ば
、そ
れ
は
そ
れ
で
し
か
た
が
な
い
。

普
通
、
ブ
ラ
ン
ド
力
は
30
年
も
続
け

ば
多
少
は
色
褪
せ
る
も
の
で
あ
る
。

さ
わ
さ
り
な
が
ら
、
で
あ
る
。
人

気
が
少
々
下
が
っ
た
と
し
て
も
、
公

認
会
計
士
に
は
他
の
職
業
で
は
得
難

い「
強
み
」が
い
く
つ
か
あ
る
。
こ
れ

を
人
生
で
ど
う
生
か
す
か
が
、
公
認

会
計
士
の
価
値
と
な
る
。
人
と
場
所

に
よ
っ
て
価
値
は
異
な
る
が
、
年
配

の
先
輩
会
計
士
か
ら
ヒ
ン
ト
を
そ
っ

と
ご
教
授
し
よ
う
。

第
１
に
、
公
認
会
計
士
に
な
り
ど

こ
か
に
弟
子
入
り
す
る
と
、
先
輩
に

く
っ
つ
い
て
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
企
業
に

出
向
く
。
最
初
は
緊
張
し
て
訪
問
す

る
が
、
そ
の
う
ち
に
慣
れ
る
。
ど
の

よ
う
な
企
業
に
行
っ
て
も
物
怖
じ
し

な
く
な
る
。
こ
れ
が
大
切
で
あ
る
。

モ
ノ
を
売
り
に
行
っ
て
も
、
な

か
な
か
応
接
間
に
入
れ
て
も
ら
え
な

い
。
そ
れ
が
公
認
会
計
士
で
あ
れ
ば
、

簡
単
な
こ
と
で
あ
る
。
お
客
で
も
な

け
れ
ば
、
１
０
０
％
外
部
者
で
も
な

く
、
派
遣
で
も
な
い
、
形
容
の
し
難

い
立
場
で
あ
る
か
ら
こ
そ
の
体
験
で

あ
る
。

第
２
に
、
少
し
慣
れ
る
と
膨
大
な

監
査
調
書
を
整
理
す
る
よ
う
に
な

る
。
こ
の
監
査
調
書
に
ク
ロ
ス
・
イ

ン
デ
ッ
ク
ス
を
振
る
。
相
手
勘
定
に

イ
ン
デ
ッ
ク
ス
番
号
を
赤
鉛
筆
で
書

き
込
み
、
同
時
に
相
手
の
金
額
に
は

こ
ち
ら
の
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
番
号
も
相

互
に
振
る
。
あ
る
い
は
あ
る
金
額
と

そ
の
明
細
の
合
計
欄
の
金
額
に
も

相
互
の
イ
ン
デ
ッ
ッ
ク
ス
番
号
を
振

る
。
こ
の
あ
た
り
を
文
章
で
説
明
す

る
の
は
難
し
い
。
た
だ
先
輩
か
ら
の

実
地
指
導
、
つ
ま
り
オ
ン
・
ザ
・
ジ
ョ

ブ
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
で
現
場
体
得
す

る
こ
と
に
な
る
。

ク
ロ
ス
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
法
の
し

く
み
は
、
非
常
に
洗
練
さ
れ
た
書
類

整
理
術
で
あ
る
。
た
と
え
ば
公
務
員

や
弁
護
士
と
仕
事
を
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
が
、
書
類
の
整
理
に
か
け
て

は
、
ク
ロ
ス
・
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
法
で

鍛
え
ら
れ
た
公
認
会
計
士
に
１
日
の

長
が
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。

次
に
第
３
。
５
、６
年
も
会
計
事

務
所
に
勤
め
て
い
る
と
、
ア
カ
ウ
ン

タ
ン
ト
に
共
通
す
る
あ
る
種
の
仲
間

意
識
と
い
う
か
安
心
感
が
得
ら
れ

る
。
こ
れ
は
国
内
外
を
問
わ
な
い
。

大
体
、
同
じ
よ
う
な
経
験
を
し
て
今

に
至
っ
て
い
る
か
ら
、
話
が
よ
く
通

じ
る
。
大
学
よ
り
も
、
ど
こ
の
会
計

事
務
所
に
い
た
か
と
い
う
経
歴
の
ほ

う
が
よ
り
意
味
を
持
つ
。

最
後
に
第
４
と
し
て
は
、
年
齢
と

と
も
に
成
長
し
て
ゆ
く
喜
び
が
あ

る
。
ど
う
い
う
わ
け
か
歳
相
応
の
役

職
が
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
か
ら
来
る
。

冒
頭
の
話
題
に
戻
る
が
、
若
い
公

認
会
計
士
に「
失
業
」問
題
が
あ
る
と

報
道
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
か
、
受

験
者
数
が
減
っ
て
い
る
。
し
か
し
ピ

ン
チ
は
チ
ャ
ン
ス
で
あ
っ
て
、
誰
も

ち
ょ
っ
と
馴
染
み
が
な
い
よ
う
な
職

場
で
公
認
会
計
士
の
肩
書
付
き
で
働

け
ば
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ど
こ
か

と
聞
か
れ
れ
ば
返
事
に
困
る
が
、
現

に
筆
者
が
大
学
に
奉
職
し
始
め
た
十

数
年
前
に
は
公
認
会
計
士
が
大
学
教

員
に
な
る
の
は
非
常
に
稀
な
時
代
で

あ
っ
た
。
公
認
会
計
士
で
大
学
教
員

が
務
ま
る
の
か
と
自
分
で
も
正
直
、

不
安
は
あ
っ
た
が
、
一
生
懸
命
に
取

り
組
め
ば
何
と
か
な
る
も
の
だ
。

岡
崎　
一浩（
愛
知
工
業
大
学　

教
授
）

あんな話 こんな話

公認会計士の
価値

公認会計士の
価値

国
際
会
計

耐
用
年
数
を
確
定
で
き
な
い
無
形

資
産
の
減
損
テ
ス
ト
に
関
す
る
Ａ

Ｓ
Ｕ
、公
表
─
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ

去
る
７
月
27
日
、
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
は
会

計
基
準
ア
ッ
プ
デ
ー
ト（
Ａ
Ｓ
Ｕ
）

２
０
１
２
―
02「
無
形
固
定
資
産
―

の
れ
ん
と
そ
の
他（
ト
ピ
ッ
ク
350
）

―
耐
用
年
数
を
確
定
で
き
な
い
無
形

資
産
の
減
損
テ
ス
ト
」を
公
表
し
た
。

こ
の
Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、
減
損
テ
ス
ト

の
費
用
と
複
雑
性
を
減
少
さ
せ
る

た
め
に
、
Ａ
Ｓ
Ｕ
２
０
１
１
―
08

（
２
０
１
１
年
10
月
10
日
号（
№

１
２
９
４
）の
本
欄
参
照
）で
認
め
た

「
の
れ
ん
」の
減
損
テ
ス
ト
に
対
し
て

の
オ
プ
シ
ョ
ン
を「
耐
用
年
数
が
確

定
で
き
な
い
無
形
資
産
」に
つ
い
て

も
認
め
て
い
る
。

現
行
の
Ｉ
Ａ
Ｓ
36
号
で
は
、「
耐
用

年
数
が
確
定
で
き
な
い
無
形
資
産
」

の
減
損
に
つ
い
て
最
低
限
年
１
回
の

減
損
テ
ス
ト
を
要
求
し
て
お
り
、「
耐

用
年
数
が
確
定
で
き
な
い
無
形
資

産
」の
公
正
価
値
を
帳
簿
価
額
と
比

較
し（
量
的
評
価
）、
公
正
価
値
が
帳

簿
価
額
以
下
で
あ
る
場
合
に
は
、
減

損
損
失
の
計
上
を
要
求
し
て
い
る
。

こ
の
Ａ
Ｓ
Ｕ
で
は
、
現
行
の
量
的

評
価
の
前
に
、
ま
ず
、
事
象
ま
た
は

状
況
の
存
在
に
よ
り
、「
耐
用
年
数
を

確
定
で
き
な
い
無
形
資
産
」が
減
損

し
て
い
る
可
能
性
が
50
％
を
超
え
て

い
る
か（m

ore likely than not

）

ど
う
か
の
決
定
の
た
め
の
質
的
な
要

素
の
評
価（「
質
的
評
価
」）を
行
う
オ

プ
シ
ョ
ン
を
企
業
に
与
え
て
い
る
。

「
質
的
評
価
」に
あ
た
り
、
公
正
価

値
の
決
定
に
使
用
さ
れ
る
重
要
な
イ

ン
プ
ッ
ト
に
影
響
を
与
え
る
す
べ
て

の
関
連
す
る
事
象
と
状
況
を
評
価
す

る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
具
体
的
な
事

象
と
状
況
が
例
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
質
的
評
価
で
、
減
損
し
て
い

る
可
能
性
が
50
％
を
超
え
な
い
限

り
、
量
的
評
価
は
要
求
さ
れ
な
い
。

減
損
し
て
い
る
可
能
性
が
50
％
を
超

え
る
場
合
に
は
、
現
行
ど
お
り
に
、

量
的
評
価
が
実
施
さ
れ
、「
耐
用
年
数

が
確
定
で
き
な
い
無
形
資
産
」の
公

正
価
値
が
帳
簿
価
額
以
下
で
あ
る
な

ら
ば
、
減
損
損
失
が
計
上
さ
れ
る
。

た
だ
し
、
企
業
に
は
、
い
つ
で
も
、

質
的
評
価
を
実
施
し
な
い
で
量
的
評

価
を
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
も
与
え
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
Ａ
Ｓ
Ｕ
は
、
２
０
１
２
年
９

月
16
日
以
降
に
開
始
す
る
年
度
お
よ

び
期
中
期
間
に
実
施
さ
れ
る
減
損
テ

ス
ト
に
適
用
さ
れ
、
早
期
適
用
は
認

め
ら
れ
る
。

Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
で
は
、
減
損
の
兆
候
の
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会
　
計

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ・Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
の
再
審
議

の
状
況
、確
認
─
Ａ
Ｓ
Ｂ
Ｊ
、収
益
認
識
専
門
委

金
　
融

米
金
融
緩
和
は
タ
イ
ミ
ン
グ
を
探

る
展
開
に

有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
低
限
年
１

回
、
帳
簿
価
額
と
回
収
可
能
価
額
の

比
較
を
行
う
減
損
テ
ス
ト（
量
的
評

価
）を
要
求
し
て
お
り
、
こ
の
公
開

草
案
に
よ
っ
て
減
損
テ
ス
ト
に
関
す

る
米
国
基
準
と
Ｉ
Ｆ
Ｒ
Ｓ
と
の
差
異

は
解
消
さ
れ
な
い
。

去
る
８
月
２
日
、
企
業
会
計
基
準

委
員
会
は
第
43
回
収
益
認
識
専
門
委

員
会
を
開
催
し
た
。

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
・
Ｆ
Ａ
Ｓ
Ｂ
に
よ
る
、

収
益
認
識
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
再
審
議

の
内
容
に
つ
い
て
報
告
が
行
わ
れ

た
。７
月
の
再
審
議
の
ト
ピ
ッ
ク
は
、

「
別
個
の
履
行
義
務
の
識
別
」、「
履
行

義
務
の
充
足
」、「
ラ
イ
セ
ン
ス
」、「
不

利
損
失
の
識
別
」で
あ
り
、
ラ
イ
セ

ン
ス
以
外
の
３
つ
の
論
点
で
主
に
次

の
よ
う
な
暫
定
決
定
が
な
さ
れ
て
い

る
。別

個
の
履
行
義
務
の
識
別

実
際
の
契
約
に
、
別
個
の
履
行
義

務
を
識
別
す
る
た
め
の
要
件
を
当
て

は
め
や
す
く
す
る
た
め
、
要
件
の
明

確
化
や
追
加
的
な
ガ
イ
ダ
ン
ス
な
ど

を
求
め
る
コ
メ
ン
ト
が
寄
せ
ら
れ
て

い
た
。

こ
れ
を
受
け
、
別
個
の
履
行
義
務

を
識
別
す
る
た
め
の
裏
付
け
と
な
る

原
則
を
明
確
化
す
る
こ
と
で
暫
定
決

定
が
な
さ
れ
た
。
ま
た
、
財
ま
た
は

サ
ー
ビ
ス
の
区
別
可
能
性
に
つ
い
て

規
定
す
る
改
訂
Ｅ
Ｄ
28
項
を
改
善
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

一
定
の
期
間
に
わ
た
り
充
足
さ
れ

る
履
行
義
務

履
行
義
務
が
一
定
期
間
に
わ
た
り

充
足
さ
れ
る
か
否
か
を
判
断
す
る
た

め
の
要
件（
改
訂
Ｅ
Ｄ
35
項
）を
、
整

理
・
明
確
化
す
る
と
の
暫
定
決
定
が

な
さ
れ
た
。
ま
た
、「
転
用
で
き
る
」、

「
現
在
ま
で
に
完
了
し
た
履
行
義
務

に
つ
い
て
の
支
払
を
受
け
る
権
利
」

と
い
っ
た
言
葉
の
解
釈
を
明
確
化
す

る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

専
門
委
員
か
ら
は
、「
並
べ
替
え
た

だ
け
で
あ
り
、（
改
訂
Ｅ
Ｄ
へ
の
）懸

念
は
解
消
さ
れ
て
い
な
い
」、「
実
務

で
適
用
可
能
と
な
る
よ
う
、
要
件
の

当
て
は
め
に
関
す
る
見
解
や
想
定
事

例
を
示
し
て
も
ら
い
た
い
」と
い
っ

た
意
見
が
出
さ
れ
た
。
ま
た
、「
支
払

を
受
け
る
権
利
」の
解
釈
と
し
て「
強

制
可
能
な
も
の（enforceable

）」と

示
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
必
要
以

上
に
限
定
的
に
適
用
さ
れ
る
可
能
性

な
ど
の
懸
念
が
示
さ
れ
た
。

不
利
損
失
の
識
別（
不
利
な
履
行
義

務
）顧

客
と
の
契
約
に
適
用
さ
れ
る
不

利
な
契
約
に
関
す
る
新
た
な
規
定
を

定
め
な
い
こ
と
で
暫
定
決
定
さ
れ

た
。
こ
れ
に
よ
り
、
現
行
の
ガ
イ
ダ

ン
ス（
Ｉ
Ａ
Ｓ
37
号
ま
た
は
Ａ
Ｓ
Ｃ

サ
ブ
ト
ピ
ッ
ク
605
―
35
）が
引
き
続

き
適
用
さ
れ
る
。

米
連
邦
準
備
理
事
会（
Ｆ
Ｒ
Ｂ
）

は
、
７
月
31
日
、
８
月
１
日
に
開
催

し
た
連
邦
公
開
市
場
委
員
会（
Ｆ
Ｏ

Ｍ
Ｃ
）で
の
追
加
金
融
緩
和
措
置
を

見
送
り
、
政
策
的
に
は
現
状
を
維
持

し
た
。
し
か
し
、
声
明
文
で
は
景
気

認
識
を
前
回
６
月
の「
緩
や
か
に
拡

大
」か
ら「
幾
分
減
速
」と
い
う
文
言

に
変
え
て
、
景
気
に
対
す
る
危
機
感

を
強
調
し
た
形
と
な
っ
た
。

ま
た
政
策
実
行
の
ス
タ
ン
ス
も
、

前
回
の「
一
段
の
措
置
を
適
切
に
講

じ
る
用
意
が
あ
る
」か
ら
、
今
回
は

「
必
要
に
応
じ
追
加
緩
和
を
実
施
す

る
」と
強
め
た
文
言
に
す
る
な
ど
、

前
回
と
は
異
な
る
色
合
い
を
出
そ
う

経理用語の豆知識
非連結子会社から連結子会社になった場合の比較情報

重要性の判断については適切に行っていたが、期の途中に
おいて業績が大きく変動し、従来非連結子会社として取り扱っ
ていた子会社について、重要性が高まったため期の途中から
連結子会社として取り扱う場合がある。そのとき、年度の場
合は、連結の範囲は会計方針の変更に該当しないことから遡
及適用されず、比較情報である前連結会計年度に係る連結財
務諸表は修正されない。連結会計年度の途中から重要性が高
まった場合であっても非連結子会社に対する支配は期首から
継続しており、当該連結子会社の期首からの損益を連結財務
諸表に取り込むことになる。

四半期の場合は、たとえば第２四半期連結累計期間から重
要性が高まったため連結子会社として取り扱う場合でも、当
該連結子会社の期首からの損益を四半期連結財務諸表の損益
として取り込むこととなるので、期首から連結していたもの
として第２四半期連結累計期間に係る四半期連結財務諸表を
開示する。

監査役等とのコミュニケーション

監査人は、財務諸表監査に関連する監査人の責任につい
て、監査役等とコミュニケーションを行わなければならな
い。コミュニケーションには、①監査人は、経営者が作成
する財務諸表に対して監査意見を形成し、表明する責任を
有すること、②財務諸表監査は、経営者また監査役等の責
任を代替するものではないこと、を含めなければならない
とされている。計画した監査について計画した監査の範囲
と実施時期の概要について行うとともに、適時に行わなけ
ればならないとされている。

監査役等とコミュニケーションを行う事項として、①会
計方針、会計上の見積りおよび財務諸表の開示を含む、企
業の会計実務の質的側面のうち重要なものについて監査人
の見解、②監査期間中に困難な状況に直面した場合はその
状況、③監査の過程で発見され、経営者と協議したかまた
は経営者に伝達した重要な事項、④監査人が要請した経営
者確認書の草案等が挙げられている。
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お
詫
び
と
訂
正

２
０
１
２
年
８
月
10
日
増
大
号

（
№
１
３
２
２
）12
頁
の
掲
載
内
容

に
誤
り
が
ご
ざ
い
ま
し
た
。
読
者

の
皆
様
に
謹
ん
で
お
詫
び
す
る
と

と
も
に
、
次
の
よ
う
に
訂
正
い
た

し
ま
す
。

◆
訂
正
箇
所

12
頁
の
下

か
ら
３
つ
目

の
図
表［
控

除
対
象
個
別

帰
属
調
整
額

及
び
控
除
対

象
個
別
帰
属

税
額
］の
下

２
行

この10日間に公表・公布された経理関係重要法規等
日　付 法　規　等 出　所 備　考 掲載号

2012年
7月31日

「企業内容等の開示に関する内閣府令等の一
部を改正する内閣府令（案）」等 金融庁

売上高等の小さな会社に係る高額な対価による子会社
取得について、金融商品取引法上の開示が行われていな
かったとの指摘を踏まえ、臨時報告書による開示対象子
会社の範囲の適正化を講じるもの。また、外国会社が提
出する有価証券届出書の記載内容等の見直しも盛り込
まれている。コメント期限は2012年8月29日まで。

―

2012年
8月2日 独立した社外取締役の確保のお願い 東京証券取

引所

2012年8月1日の法制審議会会社法制部会で「会社法制
の見直しに関する要綱案」が取りまとめられたことを受
けて、社外取締役を独立役員としていない上場会社に対
して、独立した社外取締役の確保をお願いするもの。

―

証
　
券

真
夏
の
夜
の
金
融
政
策
談
義

と
し
た
意
図
が
み
ら
れ
る
も
の
と

な
っ
た
。

結
果
と
し
て
今
回
の
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
で

は
、
Ｑ
Ｅ
３
な
ど
新
た
な
緩
和
措
置

は
見
送
ら
れ
る
と
い
う
、
市
場
の
見

方
に
沿
う
結
果
と
な
っ
た
。
一
部
に

は
実
質
ゼ
ロ
金
利
と
も
い
え
る
現
在

の
Ｆ
Ｆ
金
利
の
誘
導
目
標
０
～
０
・

２
５
％
の
維
持
期
限
を
、
現
状
の

２
０
１
４
年
終
盤
か
ら
さ
ら
に
延
長

す
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
向
き
も

あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
今
回
は
見
送
ら

れ
た
。

リ
ッ
チ
モ
ン
ド
連
銀
の
ラ
ッ
カ
ー

総
裁
の
反
対
の
た
め
、
実
施
は
困
難

だ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
結
局
Ｆ
Ｒ
Ｂ

は
金
融
緩
和
策
の
実
施
に
積
極
的
な

の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
消
極
的
な

の
だ
ろ
う
か
。

秋
に
向
け
て
米
大
統
領
選
挙
が
近

づ
け
ば
、
そ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
で
政
策

変
更
は
行
い
に
く
く
な
る
。
中
央
銀

行
は
一
般
的
に
、
時
の
政
権
の
意
向

を
受
け
る
な
ど
、
政
治
的
思
惑
で
政

策
変
更
を
し
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
を

嫌
う
た
め
だ
。
今
回
の
強
気
の
姿
勢

が
、
近
く
実
施
す
る
政
策
変
更
を
織

り
込
ま
せ
る
た
め
な
の
か
、
そ
れ
と

も
実
際
の
政
策
変
更
の
代
わ
り
に
選

挙
を
迎
え
よ
う
と
す
る
た
め
な
の

か
、
断
言
で
き
な
い
と
こ
ろ
だ
。

今
回
の
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
か
ら
次
回
９
月

13
日
の
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
結
果
発
表
ま
で
に

は
、
Ｅ
Ｃ
Ｂ
理
事
会
と
米
雇
用
統
計

の
発
表
が
２
回
、
８
月
31
日
に
米
国

ワ
イ
オ
ミ
ン
グ
州
ジ
ャ
ク
ソ
ン
ホ
ー

ル
で
恒
例
の
カ
ン
ザ
ス
シ
テ
ィ
ー
連

銀
の
経
済
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
あ
り
、

こ
こ
で
バ
ー
ナ
ン
キ
議
長
の
講
演
が

あ
る
。

そ
の
際
緩
和
策
に
言
及
す
る
思
惑

が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
金
融
緩
和
策
に
つ
い
て
は
タ

イ
ミ
ン
グ
を
探
る
微
妙
な
動
き
と

な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

真
夏
の
電
力
不
足
へ
の
懸
念
か

ら
、
政
府
は
強
引
に
原
発
再
稼
働
に

踏
み
切
っ
た
が
、
反
対
デ
モ
は
ま
す

ま
す
盛
り
上
が
っ
て
き
て
お
り
、
酷

暑
の
夏
を
さ
ら
に
ヒ
ー
ト
ア
ッ
プ
さ

せ
て
い
る
。
ま
た
、
野
田
政
権
は
最

大
の
政
策
課
題
と
称
す
る
消
費
税
率

の
引
上
げ
法
案
を
衆
議
院
で
は
何
と

か
可
決
に
こ
ぎ
つ
け
た
が
、
参
議
院

で
も
も
た
つ
い
て
い
る
。
今
夏
、
た

だ
で
さ
え
う
っ
と
う
し
い
ニ
ュ
ー
ス

が
多
い
世
界
経
済
に
、
ま
た
し
て
も

政
策
を
決
め
ら
れ
な
い
日
本
の
政
治

と
い
う
悪
材
料
を
提
供
し
か
ね
な

い
。日

本
の
政
策
に
つ
い
て
は
、
Ｉ
Ｍ

Ｆ
が
最
近
の
対
日
経
済
審
査
報
告

で
、
さ
ら
な
る
金
融
緩
和
を
求
め
て

お
り
、
注
目
を
集
め
て
い
る
。
Ｉ
Ｍ

Ｆ
は
日
銀
が
デ
フ
レ
脱
却
や
円
高
阻

止
の
た
め
に
株
式
な
ど
の
資
産
の
追

加
購
入
、
さ
ら
に
為
替
介
入
を
容
認

す
る
姿
勢
を
み
せ
て
い
る
。
日
銀
の

消
費
者
物
価
１
％
上
昇
の
ゴ
ー
ル
に

つ
い
て
、
数
年
で
達
成
で
き
る
か
不

安
が
あ
る
と
い
う
。

Ｉ
Ｍ
Ｆ
は
積
極
的
な
マ
ネ
ー
サ
プ

ラ
イ
の
拡
張
に
よ
り
円
相
場
を
円
安

へ
シ
フ
ト
さ
せ
、
物
価
上
昇
期
待
を

高
め
る
こ
と
は
可
能
と
の
立
場
を
明

ら
か
に
し
て
い
る
。
最
近
の
金
融
政

策
論
争
で
、
あ
く
ま
で
金
融
政
策
の

有
効
性
を
信
じ
る
陣
営
に
肩
入
れ
す

る
主
張
で
あ
る
。

金
融
政
策
と
い
え
ば
、
焦
点
は
や

は
り
ア
メ
リ
カ
Ｆ
Ｒ
Ｂ
で
あ
ろ
う
。

注
目
さ
れ
て
い
た
Ｆ
Ｏ
Ｍ
Ｃ
で
、
Ｆ

Ｒ
Ｂ
は
必
要
な
ら
追
加
的
な
緩
和
措

置
を
行
う
と
い
う
姿
勢
を
示
し
た
。

Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
以
前
か
ら
事
実
上
の
ゼ
ロ

金
利
政
策
を
２
０
１
４
年
終
盤
ま
で

続
け
る
方
針
を
明
ら
か
に
し
て
お

り
、
今
回
は
こ
れ
を
据
え
置
く
と
し

た
。こ

の
日
の
ア
メ
リ
カ
株
価
は
Ｆ
Ｏ

Ｍ
Ｃ
に
反
応
し
て
若
干
下
げ
た
後
、

下
げ
止
ま
っ
て
推
移
し
た
。
失
望
感

は
拭
え
な
か
っ
た
が
、
先
の
楽
し
み

が
残
っ
た
と
い
う
評
価
に
な
っ
た
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
米
景
気
の
回
復

遅
れ
が
指
摘
さ
れ
る
な
か
で
、
そ
し

て
金
融
政
策
の
限
界
論
議
が
高
ま
る

な
か
で
、
そ
れ
で
も
市
場
は
Ｆ
Ｒ
Ｂ

の
次
の
手（
Ｑ
Ｅ
３
）を
期
待
す
る
と

い
う
の
で
あ
ろ
う
。

同
時
に
Ｆ
Ｒ
Ｂ
は
米
経
済
の
景
況

感
を
後
退
さ
せ
て
お
り
、
今
後
の
動

向
を
注
視
し
つ
つ
、
追
加
緩
和
政
策

へ
踏
み
出
す
こ
と
が
あ
り
得
る
と
明

確
に
表
明
し
た
。
換
言
す
れ
ば
、
Ｆ

Ｒ
Ｂ
は
ア
メ
リ
カ
の
景
気
動
向
に
つ

い
て
そ
れ
ほ
ど
深
刻
な
見
方
を
し
て

い
な
い
わ
け
で
、
も
し
深
刻
に
な
れ

ば
、
そ
の
時
は
た
だ
ち
に
動
く
と

い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
時
の

市
場
の
反
応
が
見
も
の
で
あ
る
。

(誤）当期発生額　　204 0 0 204 　
期末残高　　			204 0 0 204 　

(正）当期発生額 204 0 0 204
期末残高 204 0 0 204


